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参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の

投
票
日
は
7
月　

日（
日
）で
す

１１

投
票
時
間　

午
前
7
時
〜
午
後
8
時

　

現
在
の
住
所
で
投
票
で
き
る
人
は
、
昭
和

　

年
７
月　

日
以
前
に
生
ま
れ
、
平
成　

年

５９

１２

１６

３
月　

日
ま
で
に
葉
山
町
に
住
民
登
録
を
し

２３

た
人
で
す
。
平
成　

年
３
月　

日
以
降
に
転

１６

２４

入
し
た
人
は
、
前
住
所
地
の
投
票
所
で
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

投
票
で
き
る
人

投
票
所
入
場
整
理
券

　

有
権
者
に
は
投
票
所
入
場
整
理
券
が
郵
送

さ
れ
ま
す
。
こ
の
券
に
は
投
票
所
名
等
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
確
認
の
上
、
指
定
さ

れ
た
投
票
所
へ
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。
入
場

整
理
券
が
届
か
な
い
時
や
紛
失
し
た
場
合
で

も
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
投

票
で
き
ま
す
。

投　

票　

所

　

下
記
の　

ヶ
所
。

１０

※
３
ヶ
所
の
投
票
所
が
変
更
と
な
り
ま
し
た
。

第
２
投
票
所
（
上
山
口
地
区
）

　

上
山
口
小
学
校
が
上
山
口
会
館
に
。

第
６
投
票
所
（
堀
内
地
区
）

　

森
戸
神
社
入
口
仮
設
建
物
が
光
徳
寺
仮
設

建
物
に
。

第
８
投
票
所
（
長
柄
地
区
）

　

長
柄
消
防
団
詰
所
が
長
柄
下
会
館
に
。

期
日
前
投
票（
不
在
者
投
票
）

　

投
票
日
に
仕
事
や
旅
行
、
レ
ジ
ャ
ー
、
冠

婚
葬
祭
な
ど
、
や
む
を
え
な
い
事
由
で
投
票

所
へ
行
け
な
い
人
は
、
期
日
前
投
票
を
利
用

し
て
く
だ
さ
い
。

●
投
票
期
間

　

６
月　

日（
金
）〜
７
月　

日（
土
） 

２５

１０

●
投
票
時
間
と
場
所

　

毎
日
午
前
８
時　

分
か
ら
午
後
８
時

３０

　

葉
山
町
消
防
庁
舎
１
階
玄
関
脇
会
議
室

●
持
参
す
る
も
の

　

投
票
所
入
場
整
理
券
（
お
手
元
に
届
い
て

い
る
場
合
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

身
体
障
害
者
手
帳
を
持
ち
、ま
た
は
、介
護

保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状
態
区
分
が

要
介
護
五
で
あ
る
者
と
記
載
さ
れ
て
い
る
人

も
郵
送
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

●
身
体
障
害
者
手
帳
に
両
下
肢
、
体
幹
、
移

動
機
能
の
障
害
程
度
が
一
級
若
し
く
は
二

級
。
ま
た
、
心
臓
、
腎
臓
、
呼
吸
器
、
ぼ

う
こ
う
、
直
腸
、
小
腸
障
害
程
度
が
一
級

若
し
く
は
三
級
。
ま
た
、
別
に
県
知
事
が

発
行
し
た
証
明
書
を
お
持
ち
の
人
。

●
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状
態

区
分
が
要
介
護
五
で
あ
る
者
と
記
載
さ
れ

て
い
る
人
。

●
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
で
き
る
人

で
、
自
ら
投
票
の
記
載
が
で
き
な
い
人
と

し
て
定
め
ら
れ
た
①
又
は
、
②
に
該
当
す

る
人
も
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
る
と

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
身
体
障
害
者
福
祉
法
上
の
身
体
障
害
者

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
上
肢
又
は
視
覚

の
障
害
の
程
度
が
一
級
と
し
て
記
載
さ
れ

て
い
る
人
。

②
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
上
の
戦
傷
病
者

で
、
戦
傷
病
者
手
帳
に
上
肢
又
は
視
覚
の

障
害
の
程
度
が
特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症

ま
で
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
人
。

　

た
だ
し
、
選
挙
管
理
委
員
会
の
郵
便
投
票

証
明
書
・
代
理
記
載
の
届
出
書
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

選
挙
公
報
の
配
布

　

選
挙
公
報
は
、
朝
日
、
読
売
、
毎
日
、
神

奈
川
、
東
京
、
産
経
、
日
本
経
済
の
七
新
聞

に
よ
る
新
聞
折
込
み
で
す
。
七
新
聞
の
購
読

を
さ
れ
て
い
な
い
世
帯
の
人
は
選
挙
管
理
委

員
会
ま
で
お
知
ら
せ
い
た
だ
く
か
、
町
内
の

公
共
施
設
、
ス
ー
パ
ー
、
銀
行
、
商
店
な
ど

に
も
配
置
し
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

葉
山
町
選
挙
管
理
委
員
会

　

�
内
線
二
六
一

第２投票区
投　票　所

杉山神社�

工房�

木古庭方面� 滝の坂方面�

●投票所�

上山口会館 第１投票区
投　票　所

平成橋�

不動橋�

投票所●�

第１分団�
消防詰所�

バス停� 池
上�

上
山
口�

木古庭会館 次
の
と
こ
ろ
が

投
票
所
で
す



５

第１０投票区
投　票　所

桜山低区配水池�

イトーピア�

才戸坂上�

葉桜会館・葉桜児童館�
逗葉新道�

逗子�

●�投票所�

葉桜児童館

お
知
ら
せ

第８投票区
投　票　所

投
票
所
●�

逗
葉
新
道�森

戸
川�

逗子方面�

川下橋�

下小路橋�

風早橋�

役場方面�

ＧＳ�

長柄トンネル�
方面�

長柄交差点�

長柄下会館第９投票区
投　票　所

●�

長
柄
橋�

御
霊
神
社�

逗葉新
道�

葉桜方面�

川久保�

投票所�

長 柄 会 館 第７投票区
投　票　所

明照幼稚園�

相福寺�卍�

堀内児童遊園�

元町バス停�

投票所�
●�

堀 内 会 館

第３投票区
投　票　所

御用邸�

長者ヶ崎�

葉山公園入口�

投票所●�

上
山
口�

下山口会館第４投票区
投　票　所

投票所●�
玉蔵院 卍�

バス停�

コンビニ�

葉山大道�

御
用
邸�

役 場 跡 地
仮 設 建 物

第５投票区
投　票　所

葉山小学校�

消防署�

葉山大道�

バス停�

向原�

●
投
票
所�

葉
山
町
役
場�

文�

葉山町役場第６投票区
投　票　所

県道森戸海岸線�

御用邸方面�

役場方面�

逗子方面�

風早橋方面�

投票所●�

向原交差点�

光　徳　寺
仮 設 建 物

�
�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
六
年
度
県
民
功
労
者
表
彰
が
発

表
さ
れ
、
葉
山
で
は
次
の
お
二
人
が
受
賞

さ
れ
ま
し
た
。

　

葉
山
町
交
通
安
全
協
会
会
長
等
と
し
て
交

通
安
全
思
想
の
普
及
啓
発
活
動
を
積
極
的
に

推
進
す
る
な
ど
、
地
域
に
お
け
る
交
通
事
故

防
止
に
優
れ
た
成
果
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

交
通
安
全
活
動
に
尽
力

沼
田　

義
久
さ
ん

　

理
容
業
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
神
奈
川
県

理
容
生
活
衛
生
同
業
組
合
理
事
長
等
を
歴
任

し
組
織
の
充
実
強
化
と
経
営
の
安
定
化
に
優

れ
た
成
果
を
あ
げ
る
な
ど
、
保
健
衛
生
の
向

上
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

環
境
衛
生
の
向
上
に
尽
力

山
�　
　

實
さ
ん

�
�
�
�
�
�
�

　

平
成
十
六
年
春
の
叙
勲
・
褒
章
に
よ
り
、

葉
山
で
は
次
の
三
人
の
方
々
が
+
受
賞
さ

れ
ま
し
た
。

瑞
宝
単
光
章

浮
田　

毅
平
さ
ん

尽
力
。
危
険
業
務
従
事
者
と
し
て
受
賞
さ
れ

ま
し
た
。

　

元
神
奈
川

県
警
察
警

部
。
ま
ち
の

治
安
維
持
に

瑞
宝
単
光
章

知
久　

興
正
さ
ん

笠
料
金
所
長
等
を
歴
任
。
危
険
業
務
従
事
者

と
し
て
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

元
神
奈
川

県
警
察
警

部
。
横
浜
横

須
賀
道
路
衣

瑞
宝
単
光
章

松
本　
　

義
さ
ん

い
て
治
安
維
持
に
尽
力
。
危
険
業
務
従
事
者

と
し
て
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

元
神
奈
川

県
警
察
警

部
。
交
通
警

察
分
野
に
お
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広
報
は
や
ま
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月
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国
民
健
康
保
険
料
納
入
通
知
書
の
送
付
に
つ
い
て

介
護
保
険
料（
本
徴
収
）の
お
知
ら
せ（
六
五
歳
以
上
の
方
）

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に
対
し
、
七
月
に
本
算
定
納
入
通
知
書
を
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

本
算
定
（
七
月
に
お
知
ら
せ
す
る
保
険
料
額
）
は
、
今
年
の
町
民
税
所
得
割
額
に
基
づ
き
、

一
年
間
の
保
険
料
を
再
計
算
し
た
通
知
で
す
。

　

ま
た
、
年
度
の
途
中
で
被
保
険
者
等
に
異
動
が
生
じ
た
場
合
は
、
随
時
変
更
し
、
新
た
に
納

入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

七
月
上
旬
に
六
五
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ
介
護
保
険
料
の
通
知
書
又
は
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

　

ご
自
分
の
納
付
方
法
と
納
付
金
額
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
納
め
方
は
…

　

納
め
方
に
は
、
受
給
し
て
い
る
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ
る
「
特
別
徴
収
」
と
、
口
座
振
替
か

納
付
書
に
よ
る
納
付
の
「
普
通
徴
収
」
が
あ
り
ま
す
。

　

特
別
徴
収
の
人
は
、
二
カ
月
ご
と
（
四
月
、
六
月
、
八
月
、
十
月
、
十
二
月
、
二
月
）
に
受

給
す
る
年
金
か
ら
、
自
動
的
に
二
カ
月
分
の
保
険
料
が
差
し
引
か
れ
ま
す
の
で
、
金
額
の
確
認

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

普
通
徴
収
の
人
は
、
役
場
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
付
書
で
銀
行
や
郵
便
局
等
の
金
融
機
関
へ
納

付
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
指
定
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き

落
と
し
と
な
り
ま
す
の
で
、
金
融
機
関
へ
出
向
い
て
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
特
別
徴
収
は
、
四
月
一
日
現
在
、
六
五
歳
以
上
で
、
受
給
し
て
い
る
年
金
が
年
額
一
八
万
円

以
上
の
人
で
す
。

※
老
齢
福
祉
年
金
、
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
は
特
別
徴
収
に
な
り
ま
せ
ん
。

●
普
通
徴
収
は
、
特
別
徴
収
以
外
の
人
で
す
。

※
年
度
の
途
中
で
六
五
歳
に
な
る
人
、
転
入
し
た
人
、
年
金
の
受
給
が
始
ま
っ
た
人
も
普
通
徴

収
に
な
り
ま
す
。

●
災
害
、
失
業
、
倒
産
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
保
険
料
の
減
免
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

送
付
す
る
も
の
は
…

　

納
め
方
に
よ
り
、
お
手
元
に
届
く
も
の
が

違
い
ま
す
。

●
特
別
徴
収
の
人

「
介
護
保
険
料
（
本
徴
収
）
決
定
通
知
書
兼

特
別
徴
収
開
始
通
知
書
」

●
普
通
徴
収
の
人

「
介
護
保
険
料
（
本
徴
収
）
納
入
通
知
書
」

※
年
度
の
途
中
で
支
払
方
法
が
変
わ
る
人

は
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
の
両
方
の
通

知
書
が
届
き
ま
す
。

問
合
せ　

福
祉
課　

�
内
線
二
三
三

　

こ
れ
か
ら
暑
い
季
節
が
や
っ
て
き
ま
す
。

一
年
の
う
ち
で
最
も
電
力
消
費
が
増
え
る
時

期
で
す
。

　

そ
こ
で
、
電
力
の
需
給
状
況
が
厳
し
く
な

り
、
地
球
温
暖
化
防
止
の
観
点
か
ら
も
、
冷

房
は
二
八
度
を
目
安
に
し
て
設
定
温
度
を
こ

ま
め
に
調
節
す
る
な
ど
し
て
、
も
う
一
度
く

ら
し
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
町
で
は
、
冷
房
温
度
を
二
八
度
に

設
定
し
、
軽
装
で
の
執
務
を
行
う
な
ど
、
夏

の
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
を
率
先
し
て
行
っ

て
い
ま
す
。

〈
夏
ら
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
実
践
例
〉

○
夏
は
、
暑
い
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
軽
装
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

○
カ
ー
テ
ン
・
ブ
ラ
イ
ン
ド
を
使
用
し
ま

し
ょ
う
。

○
節
水
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

○
不
必
要
な
テ
レ
ビ
や
エ
ア
コ
ン
の
つ
け
っ

ぱ
な
し
を
控
え
ま
し
ょ
う
。

○
冷
蔵
庫
を
効
率
的
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

環
境
課　

�
内
線
二
二
二

省
エ
ネ
に
ご
協
力
を

　

入
院
し
た
と
き
、
国
民
健
康
保
険
・
老
人
医
療
の
自
己
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
減
額
に

は
、
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
左
記
に
該
当
す
る
時
は
、
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
審
査
を
行
い
該
当
し
た
場
合
に
は
、
減
額
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険　

●
入
院
時
の
食
事
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
（
老
人
医
療
加
入
者
を
除
く
）
で
非
課
税
世
帯
等
の
人

減
額
（
一
日
あ
た
り
）

　

①
九
〇
日
ま
で
…
六
五
〇
円　
　

②
九
一
日
以
上
…
五
〇
〇
円
等

老
人
医
療　

●
入
院
時
の
食
事
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象　

老
人
医
療
加
入
者
で
非
課
税
世
帯
等
の
人

減
額
（
一
日
あ
た
り
）

　

①
九
〇
日
ま
で
…
六
五
〇
円　
　

②
九
一
日
以
上
…
五
〇
〇
円
等

　
　
　
　
　

●
入
院
時
の
医
療
費
負
担
金
も
、
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象　

老
人
医
療
加
入
者
で
非
課
税
世
帯
等
の
人

減
額
（
一
医
療
機
関
、
一
月
あ
た
り　

二
四
、
六
〇
〇
円
等
）

問
合
せ　

町
民
課　

�
内
線
二
一
七
・
二
一
八

国
民
健
康
保
険
・
老
人
医
療　
自
己
負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す



７

お
知
ら
せ

人権侵害をなくそう！
頑張る人権擁護委員の皆さん

トーク広場
第28回

町
長 語 ると

　

十
一
月
に
は
「
人
権
文
化

　
　
　
　
　
　
　

コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催

　

人
権
侵
害
を
な
く
し
、
誰
も
が
幸
せ
に
生

き
ら
れ
る
よ
う
、
日
々
、
頑
張
っ
て
い
る
の

が
人
権
擁
護
委
員
の
皆
さ
ん
。
葉
山
に
は
現

在
、
六
人
の
委
員
が
お
り
、
人
権
相
談
や
啓

発
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
人
権
意
識
の
高
揚
と
普
及
を
図
る

た
め
、
十
一
月
に
は
「
人
権
文
化
コ
ン
サ
ー

ト　

ｉ
ｎ　

Ｈ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
」
を
開
催
し
ま

す
。
そ
こ
で
、
人
権
擁
護
委
員
会
の
横
田
昌

和
会
長
と
伊
東
清
委
員
の
お
ふ
た
り
に
、
活

動
の
状
況
や
今
年
の
啓
発
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い

て
伺
い
ま
し
た
。

町
長　

最
近
は
人
権
に
大
き
な
関
心
が
集

ま
っ
て
い
ま
す
。
人
権
の
専
門
家
と
し
て
、

普
段
ど
ん
な
活
動
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
か
。

横
田　

人
権
相
談
と
啓
発
活
動
。
こ
の
二
つ

が
、
わ
れ
わ
れ
人
権
擁
護
委
員
の
大
き
な
仕

事
で
す
。
人
権
相
談
の
方
は
、
普
段
は
委
員

が
そ
れ
ぞ
れ
自
宅
で
行
い
ま
す
が
、
ほ
か
に

も
月
一
回
、
特
設
相
談
の
日
を
設
け
て
、
い

ろ
い
ろ
な
相
談
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
方
法
務
局
な
ど
で
、
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
や
子
ど
も
の
人
権
一
一
〇
番
が
、
開

設
さ
れ
て
い
て
、
人
権
擁
護
委
員
な
ど
が
電

話
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

伊
東　

町
の
特
設
相
談
は
毎
月
の
第
二
火
曜

日
。
役
場
の
会
議
室
で
開
き
ま
す
。
昨
年
は

そ
の
前
の
年
と
比
べ
る
と
相
談
件
数
が
増
え

ま
し
た
。

町
長　

相
談
内
容

で
は
、
ど
ん
な
も

の
が
多
い
で
す

か
。

横
田　

相
談
で
多

い
の
は
近
隣
と
の

ト
ラ
ブ
ル
で
、
次

に
多
い
の
が
親
子

関
係
な
ど
の
家
庭

問
題
と
賃
貸
借
の

ト
ラ
ブ
ル
で
す
ね
。

ま
た
、
最
近
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
の
ト
ラ
ブ
ル
に

よ
る
相
談
も
増
え

て
き
ま
し
た
。

伊
東　

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
の
悩
み
事
相

談
も
多
い
で
す
ね
。

横
田　

こ
の
よ
う
な
中
か
ら
問
題
の
本
質
を

と
ら
え
、
い
か
に
的
確
に
対
応
す
る
か
が
私

た
ち
委
員
に
課
せ
ら
れ
た
大
き
な
課
題
な
ん

で
す
。

伊
東　

社
会
が
複
雑
化
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
人
権
問

題
が
隠
れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
身
近
な
人
権
擁
護
委
員
に
相
談
し

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

町
長　

と
こ
ろ
で
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
ご
と

を
通
し
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
強
く
感
じ
て
い

ま
す
か
。

伊
東　

最
近
は
、
協
調
と
か
助
け
合
い
の
精

神
が
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
と

て
も
残
念
な
気
が
し

ま
す
。

横
田　

同
感
で
す

ね
。相
談
さ
れ
る
人

に
は
、
相
手
の
言
い

分
に
も
耳
を
傾
け
、

も
っ
と
よ
く
話
し

合
っ
て
み
た
ら
、
と

ア
ド
バ
イ
ス
す
る
の

で
す
が
、
な
か
な
か

当
事
者
双
方
が
お
互

い
に
理
解
し
合
え
る

の
が
難
し
い
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。

町
長　

人
権
擁
護
委

員
と
し
て
は
、
も
う

一
つ
の
啓
発
活
動
も

重
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
日
頃
は
ど
ん
な
こ

と
を
？

横
田　

人
権
問
題
は
「
啓
発
に
始
ま
り
、
啓

発
に
終
わ
る
」
と
い
わ
れ
ま
す
し
、
啓
発
活

動
に
は
力
を
注
い
で
い
ま
す
。
昨
年
は
葉
山

ふ
る
さ
と
ま
つ
り
の
会
場
で
Ｐ
Ｒ
し
た
り
、

十
二
月
の
人
権
週
間
に
町
内
七
カ
所
に
看
板

を
掲
げ
る
な
ど
、
積
極
的
に
啓
発
活
動
を
展

開
し
ま
し
た
。

伊
東　

さ
ら
に
、
こ
と
し
は
十
一
月
二
七
日

（
土
）
に
、「
人
権
文
化
コ
ン
サ
ー
ト　

ｉ
ｎ

　

Ｈ
Ａ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ
」
と
銘
打
っ
た
啓
発
イ
ベ

ン
ト
を
福
祉
文
化
会
館
で
開
催
し
ま
す
。

町
長　

そ
れ
は
ど
ん
な
催
し
で
す
か
。

横
田　

人
権
へ
の
関
心
と
意
識
を
高
め
、
そ

の
普
及
を
図
る
た
め
に
、
横
須
賀
と
藤
沢
両

地
区
の
六
市
二
町
の
人
権
擁
護
委
員
で
構
成

す
る
「
横
須
賀
・
藤
沢
人
権
啓
発
活
動
地
域

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
協
議
会
」
が
主
催
す
る
一
大

イ
ベ
ン
ト
で
す
。
当
日
は
全
国
中
学
生
人
権

作
文
コ
ン
テ
ス
ト
の
優
秀
作
品
の
発
表
や
人

権
講
演
の
ほ
か
、
葉
山
少
年
少
女
合
唱
団
な

ど
町
内
の
音
楽
団
体
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
を

計
画
し
て
い
ま
す
。

伊
東　

人
権
が
テ
ー
マ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
ど

う
し
て
も
堅
苦
し
く
な
り
が
ち
。
そ
こ
で
、

楽
し
み
な
が
ら
人
権
問
題
を
考
え
る
集
い
に

し
ま
し
た
。
ぜ
ひ
た
く
さ
ん
の
町
民
の
皆
さ

ん
に
参
加
し
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

町
長　

そ
れ
は
い
い
で
す
ね
。
こ
う
し
た
啓

発
イ
ベ
ン
ト
を
契
機
に
人
権
に
対
す
る
意
識

が
大
き
く
広
が
り
、
人
権
問
題
の
解
消
に
役

立
て
ば
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

横田会長横田会長 伊東委員伊東委員


